
米軍人による準強姦容疑事件に関する抗議決議 

 

 ３月１３日、那覇市内のホテルで、米軍キャンプ・シュワブ所属の海軍１等水兵（２４）が、

沖縄に観光に訪れていた女性宿泊客に性的暴行を加えたとして、準強姦容疑で逮捕される事件

が発生した。 

女性の人権と尊厳を蹂躙する蛮行は、被害女性やその家族はもちろんのこと、県民や国民、

観光客を恐怖と失意のどん底に陥れ、戦後７０年を経た今日においても米軍の占領意識丸出し

の実態であると言わざるをえない。 

また、一昨年１２月から軍人・軍属の外出・基地外飲酒を制限する米軍の勤務時間外行動指

針（リバティー制度）が大幅に緩和された後、飲酒絡みの米兵による事件・事故が多発してい

る現状に対して、繰り返し綱紀粛正、リバティー制度の強化を求めてきたが、再発防止に歯止

めがかからないどころか、また、卑劣で凶悪な事件が起こった。 

今回の事件は、人権蹂躙だけではなく、安心・安全であるべき観光地のイメージを貶め、本

町・本県の基幹産業である観光産業の将来を非常に危うくする事態であると観光事業者にも大

きな衝撃と不安を与えている。 

観光産業は平和であってこそ成り立つ「平和産業」である。観光立県沖縄にあって、もはや

米軍基地は県民生活のみならず、経済活動においても弊害であると指摘せざるを得ない。 

浦添市のキャンプ・キンザー以南で夜を越すことの禁止や那覇市内の外泊禁止の発令のみで

済まされることではなく、問題意識の欠落、構造的差別以外の何ものでもない。 

 よって、北谷町議会は、町民、県民、観光客の人権と生命、財産、安全を守る立場から、ま

た、観光関連企業の経済活動を守る立場から、今回の卑劣で凶悪な事件に対して、米軍及び関

係当局に対し厳重に抗議するとともに、下記事項を速やかに実現するよう強く要求する。 

 

記 

 

１．被害女性への謝罪と完全な補償を行うこと。 

２．被疑者に対する厳正な捜査と厳罰を処すること。 

３．米軍人の行動実態を調査・公表し、形骸化しているリバティー制度の検証と強化をするこ

と。 

４．日米地位協定を抜本的に改定すること。 

５．在沖米軍基地の整理・縮小と米兵の削減を図ること。 

 

以上、決議する。 

 

  平成２８年３月２５日 

              沖縄県中頭郡北谷町議会 

 

あて先 

米国大統領  米国国防長官  米国国務長官  駐日米国大使  在日米軍司令官 

在日米海軍司令官  在沖米海軍艦隊活動司令官  在沖米四軍沖縄地域調整官 

在沖米国総領事 



米軍人による準強姦容疑事件に関する意見書 

 

 ３月１３日、那覇市内のホテルで、米軍キャンプ・シュワブ所属の海軍１等水兵（２４）が、

沖縄に観光に訪れていた女性宿泊客に性的暴行を加えたとして、準強姦容疑で逮捕される事件

が発生した。 

女性の人権と尊厳を蹂躙する蛮行は、被害女性やその家族はもちろんのこと、県民や国民、

観光客を恐怖と失意のどん底に陥れ、戦後７０年を経た今日においても米軍の占領意識丸出し

の実態であると言わざるをえない。 

また、一昨年１２月から軍人・軍属の外出・基地外飲酒を制限する米軍の勤務時間外行動指

針（リバティー制度）が大幅に緩和された後、飲酒絡みの米兵による事件・事故が多発してい

る現状に対して、繰り返し綱紀粛正、リバティー制度の強化を求めてきたが、再発防止に歯止

めがかからないどころか、また、卑劣で凶悪な事件が起こった。 

今回の事件は、人権蹂躙だけではなく、安心・安全であるべき観光地のイメージを貶め、本

町・本県の基幹産業である観光産業の将来を非常に危うくする事態であると観光事業者にも大

きな衝撃と不安を与えている。 

観光産業は平和であってこそ成り立つ「平和産業」である。観光立県沖縄にあって、もはや

米軍基地は県民生活のみならず、経済活動においても弊害であると指摘せざるを得ない。 

浦添市のキャンプ・キンザー以南で夜を越すことの禁止や那覇市内の外泊禁止の発令のみで

済まされることではなく、問題意識の欠落、構造的差別以外の何ものでもない。 

 よって、北谷町議会は、町民、県民、観光客の人権と生命、財産、安全を守る立場から、ま

た、観光関連企業の経済活動を守る立場から、今回の卑劣で凶悪な事件に対して、米軍及び関

係当局に対し厳重に抗議するとともに、下記事項を速やかに実現するよう強く要請する。 

 

記 

 

１．被害女性への謝罪と完全な補償を行わせること。 

２．被疑者に対する厳正な捜査と厳罰を処させること。 

３．米軍人の行動実態を調査・公表し、形骸化しているリバティー制度の検証と強化をさせる

こと。 

４．日米地位協定を抜本的に改定させること。 

５．在沖米軍基地の整理・縮小と米兵の削減を図らせること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２８年３月２５日 

              沖縄県中頭郡北谷町議会 

 

あて先 

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  外務大臣  防衛大臣 

沖縄及び北方対策担当大臣  外務省特命全権大使（沖縄担当）  沖縄防衛局長 


